
○本庄市地域福祉検討会議設置規程 

平成２９年８月２３日 

訓令第１０号 

改正 平成３０年３月３０日訓令第９号 

平成３１年３月２９日訓令第９号 

令和元年９月３０日訓令第４号 

令和２年３月３１日訓令第１３号 

（設置） 

第１条 本庄市地域福祉審議会において審議する事項その他地域福祉の推進に関

して必要な事項について、協議及び検討を行うため、本庄市地域福祉検討会議

（以下「検討会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 検討会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 本庄市地域福祉計画（以下「計画」という。）の策定に係る準備、検討

及び調整に関すること。 

（２） 計画の進捗状況の確認及び改善策の検討に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、地域福祉の推進に関して必要な事項に関

すること。 

（組織） 

第３条 検討会議は、委員長、副委員長及び別表に掲げる委員をもって組織する。 

２ 委員長は福祉部長を、副委員長は福祉部地域福祉課長を充てる。 

３ 委員長は、検討会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 検討会議の会議は、委員長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

３ 検討会議は、委員長が必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意

見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

資料１０ 



（ワーキンググループ） 

第５条 検討会議は、第２条に掲げる事項の具体的な検討のため必要があるとき

はワーキンググループを設けることができる。 

２ ワーキンググループは、第３条の委員又は委員が所属する部署の構成員から、

委員長が選任する者により構成する。 

（庶務） 

第６条 検討会議の庶務は、福祉部地域福祉課において処理する。 

（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委

員長が検討会議に諮って定める。 

附 則 

この訓令は、公示の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日訓令第９号） 

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日訓令第９号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月３０日訓令第４号） 

この訓令は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日訓令第１３号） 

この訓令は、公示の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

企画財政部企画課長 企画財政部財政課長 市民生活部市民活動推進課長 市

民生活部危機管理課長 福祉部地域福祉課長 福祉部生活自立支援課長 福祉

部障害福祉課長 福祉部介護保険課長 保健部健康推進課長 保健部子育て支

援課長 保健部保育課長 都市整備部道路管理課長 都市整備部道路整備課長 

都市整備部都市計画課長 都市整備部営繕住宅課長 教育委員会学校教育課長 

教育委員会生涯学習課長 

 

  



 

○計画の策定及び変更に関すること

○計画の進行管理及び点検評価に関すること

○計画の推進に係る調査研究に関すること

○その他地域福祉の推進に必要な事項に関すること

○計画の策定に係る準備、検討及び調整に関すること

○計画の進捗状況の確認及び改善策の検討に関すること

○その他、地域福祉の推進に関して必要な事項に関すること

【所掌事務】（本庄市地域福祉審議会条例第2条）

企画課長、財政課長、市民活動推進課長、危機管理課長、生活自立支
援課長、障害福祉課長、介護保険課長、健康推進課長、子育て支援課
長、保育課長、道路管理課長、道路整備課長、都市計画課長、営繕住
宅課長、学校教育課長、生涯学習課長

ワーキンググループ（規程第５条）

連絡・調整

本庄市地域福祉審議会体系図

指示

本庄市地域福祉審議会

○第２条に掲げる事項の具体的な検討のため必要があるときに設置
○第３条の委員又は委員が所属する部署の構成員から、委員長が選任

・総合相談支援体制のためのワーキンググループメンバー（令和元年～）
地域福祉課長、生活自立支援課長、障害福祉課長、介護保険課長、健康推進
課長、子育て支援課長、保育課長

市　長

諮問 答申

報告・調整

委員構成（本庄市地域福祉検討会議設置規程第３条）

委員長　福祉部長　　副委員長　地域福祉課長

本庄市地域福祉検討会議

【所掌事務】（本庄市地域福祉検討会議設置規程第２条）

報告

事務局 地域福祉課


